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資料 ３－１

北海道医療計画 札幌圏域地域推進方針＜案＞の概要

１.地域推進方針に係る経過・趣旨等

○ 平成２０年３月に策定した北海道医療計画（～ H29）（以下、「道計画」という。）

においては、計画の中核をなす疾病・事業それぞれの医療連携体制の構築とその

推進について、地域単位で保健所が市町村、医療機関、関係団体、道民等と共に

取り組む必要があることから、道計画の策定に合わせ、第二次医療圏の中心とな

る保健所において、地域の実情に応じた医療連携体制を構築し、円滑に推進する

ための方針として、圏域ごとに「地域推進方針」を作成しているところでありま

す。

また、道計画を平成２５年３月に一部改訂したことにより、地域推進方針につ

いても、平成２５年８月に見直しを行っているところであります。

○ 現行の「地域推進方針」の期間は、道計画と同様におおむね５年間としている

ことから、平成３０年度を始期とする新たな道計画の策定と合わせ、第二次医療

圏ごとに設置している保健医療福祉圏域連携推進会議において、現行の地域推進

方針における目標の達成状況や施策の進捗状況の評価などを行い、この度、新た

に難病対策を追加し、５疾病・５事業及び在宅医療それぞれに係る医療連携体制

を構築し、円滑な推進を図るため、第二次医療圏ごとに、新たな「地域推進方針」

を作成することとしております。

２.新たな札幌圏域地域推進方針＜案＞の概要

第１章 基本的事項

第１節 作成の趣旨

○ 現行の地域推進方針の期間は、道計画と同様におおむね５年間としていること

から、平成３０年度を始期とする新たな道計画の策定と合わせ、第二次医療圏ご

とに設置している保健医療福祉圏域連携推進会議において、現行の地域推進方針

における目標の達成状況や施策の進捗状況の評価などを行い、この度、新たに難

病対策を追加し、５疾病・５事業及び在宅医療それぞれに係る医療連携体制を構

築し、円滑な推進を図るため、札幌圏域における地域推進方針を作成します。

第２節 地域推進方針の名称

○ 第二次医療圏の名称を「北海道医療計画 札幌圏域地域推進方針」とします。
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第３節 地域推進方針の期間

○ 道計画の期間に合わせ、平成３５年度までの６年間とします。

（平成３０年度～平成３５年度までの６年間）

ただし、道計画は、在宅医療その他必要な事項については、３年ごとに調査、

分析及び評価などを行い、必要がある場合は計画を変更するものとしていますの

で、地域推進方針についても同様の取扱いとします。

第４節 地域の現況

○ 地勢､気候､人口構造､人口動態､患者の受療動向､医療施設、医療従事者数を記載

しています｡

第２章 ５疾患・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携の推進

第１節 がんの医療連携体制

○ がんを予防するため､地域職域連携推進連絡会などを通じ、地域や職域のがん検

診受診率の向上を推進するとともに､「未成年者喫煙防止講座」等の活用や｢おいし

い空気の施設｣の登録＜禁煙・分煙施設登録＞の推進などにより、受動喫煙の防止

対策の推進を図るほか、がん登録医療機関からの登録についても積極的に推進しま

す｡

○ また､がんに関するサービス、制度について情報を提供します。

○ さらに、地域がん診療連携拠点病院である｢北海道がんセンター｣など８病院､診

療連携指定病院である｢ＫＫＲ札幌医療センター斗南病院｣など１２病院等が地域医

療機関と連携を図るとともに、地域リハビリテーション事業者などが､維持期、在

宅等における医療連携体制の強化を図るほか、地域ニーズにあったクリティカルパ

スの導入を推進します｡

○ 新たに、数値目標等を設定するとともに、訪問看護ステーションの役割を記載

しております。

第２節 脳卒中の医療連携体制

○ 発症を予防するため､特定健康診査･特定保健指導の必要性を周知するとともに、

ポピュレーションアプローチの推進を図るほか､地域リハビリテーション事業の連

携や､地域ニーズにあったクリティカルパスの導入を推進し､医療連携体制の構築を

図ります｡

○ 新たに、数値目標等を設定するとともに、訪問看護ステーションの役割を記載

しております。

第３節 心筋梗塞等の心血管疾患の医療連携体制

○ 発症を予防するため､特定健康診査･特定保健指導の必要性を周知するとともに、

ポピュレーションアプローチの推進を図るほか､地域ニーズにあったクリティカル

パスの導入を推進し､医療連携体制の構築を図ります｡

○ 新たに、数値目標等を設定するとともに、訪問看護ステーションの役割を記載

しております。
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第４節 糖尿病の医療連携体制

○ 発症を予防するため､特定健康診査･特定保健指導の必要性を周知するとともに、

ポピュレーションアプローチの推進を図るほか､地域ニーズにあったクリティカル

パスの導入を推進し､医療連携体制の構築を図ります。

○ また、重症化を予防するため､治療内容にあった糖尿病専門医療機関の情報提供

を進めます。

○ 新たに、数値目標等を設定するとともに、訪問看護ステーションの役割を記載

しております。

第５節 精神疾患の医療連携体制

○ うつ病､認知症や高次脳機能障害などの精神疾患の予防や理解のため､精神保健福

祉センターなど関係機関の連携により研修や相談支援を充実するとともに、地域の

精神病院や地域生活支援センターなどが連携し､入院患者の地域生活への移行や地

域定着を支援します｡

○ また、保健医療福祉の関係機関の連携により自殺対策の推進を図るとともに､認

知症疾患医療センターや精神科救急医療制を充実するほか､乳幼児検診時に発達障

害児の早期発見を図ります｡

○ 新たに、数値目標等を設定するとともに、訪問看護ステーションの役割を記載

しております。

第６節 救急医療体制

○ 医師会や医療機関の協力により､在宅当番医制などの初期救急体制から病院群輪

番制や救急告示などの二次救急医療医療体制を充実するとともに､消防機関､医療機

関の連携のもと、メディカルコントロールに基づく病院前救護体制を充実するほか､

救急医療機関や救急車の適切な受診や利用について啓発を行います｡

○ 新たに、数値目標等を設定するとともに、訪問看護ステーションの役割を記載

しております。

第７節 災害医療体制

○ 本年９月に発生した胆振東部地震、及びそれに伴う道内全域にわたる停電＜ブラ

ックアウト＞等の教訓を踏まえ、円滑な医療救護活動ができるよう関係機関の連携

体制を随時確認するとともに､災害に備え、ＤＭＡＴ等の派遣体制など災害拠点病

院の機能を確保するほか､医療機関での広域災害救急医療情報システム(ＥＭＩＳ)

の活用を促進します。

○ 新たに、数値目標等を設定するとともに、訪問看護ステーションの役割を記載

しております。

第８節 へき地医療体制

○ 市町村と診療所が連携してへき地の住民の保健衛生の向上に努めるとともに､診

療機能の確保のために､医師の派遣や中核的な病院との医療連携を強化します｡

○ 新たに、数値目標等を設定するとともに、訪問看護ステーションの役割を記載

しております。
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第９節 周産期医療体制

○ 総合周産期母子医療センター(市立札幌病院)が､圏域内の医療機関の連携体制の

構築や医療技術の向上を促進するとともに､医療機関が連携して助産師外来の開設

を進めるほか、ＮＩ CＵ等の病床確保を進めます｡

○ 新たに、数値目標等を設定するとともに、訪問看護ステーションの役割を記載

しております。

第10節 小児医療体制（小児救急医療を含む）

○ 小児科医療を行う医療機関の維持･確保のため､病状に応じた適切な医療機関への

受診を促すとともに､小児救急電話相談事業等の活用により小児科医師の負担軽減

等を進めます｡

○ 新たに、数値目標等を設定するとともに、訪問看護ステーションの役割を記載

しております。

第11節 在宅医療の提供体制

○ 在宅医療を担う医療機関(医科・歯科)､薬局、訪問看護ステーションの整備を促

進するとともに、在宅医療・介護連携の推進が図られるよう、市町村における地域

包括ケアシステム構築に向けた支援や多職種の連携体制の構築に努めるほか､住民

に対して､かかりつけの医師・歯科医師・薬局の必要性等在宅医療の普及啓発に努

めます。

○ また、在宅ケアを担う人材を育成するため､医師など多職種による在宅チーム医

療の研修を行うとともに、多職種の調整等を行う訪問看護職員の確保と看護の質の

向上に努めるほか､訪問看護事業所のネットワーク化を進めます｡このほか、在宅に

おける口腔ケアの充実や適正な服薬の推進のため､｢お薬手帳｣の普及や薬剤管理指

導の促進を図ります。

○ 新たに、数値目標等を設定するとともに、訪問看護ステーションの役割を記載

しております。

第12節 難病の医療連携体制 新 規

○ 指定難病や特定疾患、小児慢性特定疾病の医療費助成制度が円滑に利用されるよ

う周知を図るとともに、住み慣れた地域で生活が維持できるよう相談や訪問支援等

の個別支援の充実を図ります。

○ 支援関係者が難病の特性や支援のあり方について、身近な地域で学ぶことができ

る機会を提供するとともに、圏域における難病対策地域協議会において、実態の共

有を図り、地域支援体制の構築に向けた検討を行います。

○ 新たに、訪問看護ステーションの役割を記載しております。

第３章 医療の安全確保とサービスの向上 新 規

第１節 医療の安全対策

○ 医療の高度化・専門化が進展する中、住民が安心して医療が受けられる体制整備

が一層必要となっていることから、医療機関や薬局において、それらの医療の安全
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等が確保されるよう、立入検査などの機会を活用し、必要な助言指導を行います。

第４章 地域推進方針の進行管理等 新 規

第１節 目標達成のための推進体制と関係者の役割

○ 本推進方針は、住民・患者の方の視点に立ち、行政機関、病院・診療所や歯科診

療所、薬局及び訪問看護ステーションなどの医療提供者、医師会などの関係団体及

び住民が、医療提供体制の確保に向け、それぞれが連携を図りながら、本推進方針

を着実に推進します。

第２節 地域推進方針の進行管理

○ 本推進方針を効果的かつ着実に推進するためには、各施策等の進捗状況や数値

目標の達成状況の評価を「札幌圏保健医療福祉圏域連携推進会議」において毎年

度行い、評価結果に基づき必要があると認めるときは、本推進方針の見直し等に

ついて検討します。

資料編

○ がん､脳卒中､急性期心筋梗塞及び精神疾患に係る医療機関一覧など

○ 救急医療､周産期医療、小児救急医療、在宅医療に係る医療機関一覧など


